
國學院大學学術情報リポジトリ

Kokugaku and The Codification of the Historical
Line of Imperial Succession

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2023-02-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: Saito, Tomoo

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000571URL



皇統の代数確定と国学─ 1 ─

は
じ
め
に

　

令
和
元
年
五
月
一
日
、
今
上
天
皇
が
即
位
し
、
十
二
月
二
十
七
日
に
は

宮
内
庁
に
よ
り
「
第
百
弐
拾
六
代
」
と
あ
る
新
調
の
皇
統
譜
（
大
統
譜
）

に
即
位
及
び
御
代
替
わ
り
に
伴
う
諸
儀
式
に
関
す
る
登
録
が
な
さ
れ
た
。

今
日
の
皇
統
の
代
数
が
確
定
し
た
の
は
、
大
正
十
五
年
に
お
け
る
皇
統
加

列
の
大
詔
と
皇
統
譜
令（
１
）に

よ
る
も
の
で
、
こ
の
時
最
後
に
加
列
さ
れ
た
の

が
長
慶
天
皇
で
あ
っ
た
。

　

長
慶
天
皇
は
、
興
国
四
年
（
一
三
四
三
）
に
後
村
上
天
皇
の
第
一
皇
子

皇
統
の
代
数
確
定
と
国
学

齊
藤
智
朗

と
し
て
出
生
し
（
母
は
嘉
喜
門
院
と
さ
れ
る
）、
名
を
寛
成
と
し
た
。
正

平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）、
当
時
行
宮
が
あ
っ
た
住
吉
大
社
に
お
い
て
、

後
村
上
天
皇
崩
御
に
伴
い
即
位
し
た
と
言
わ
れ
る
。
北
朝
方
に
対
し
主
戦

派
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
一
方
、和
歌
や
学
問
に
深
く
精
通
し
、『
源
氏
物
語
』

の
註
釈
書
で
あ
る
『
仙
源
抄
』
を
著
し
た
ほ
か
、
天
授
二
年
（
一
三
七
六
）

に
南
朝
内
裏
に
て
千
首
和
歌
（
天
授
千
首
）
を
催
行
し
、
そ
の
時
の
歌
の

一
部
が
伝
わ
る
（『
長
慶
天
皇
千
首
』）。
弘
和
元
年
（
一
三
八
一
）
に
一

旦
完
成
し
た
宗
良
親
王
の
撰
に
よ
る
南
朝
関
係
者
の
詠
歌
を
収
め
た
『
新

葉
和
歌
集
』
を
勅
撰
集
に
准
ず
る
綸
旨
を
発
し
て
、
同
書
に
は
御
製
が
入

集
さ
れ
て
い
る
。
東
宮
（
皇
太
弟
）
で
あ
る
熙
成
王
、
つ
ま
り
後
亀
山
天
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皇
に
譲
位
し
た
時
期
は
、
弘
和
三
年
（
一
三
八
三
）
な
い
し
元
中
元
年

（
一
三
八
四
）
と
見
ら
れ
る
。
譲
位
後
は
院
政
を
敷
い
て
、
長
慶
院
あ
る

い
は
慶
寿
院
と
呼
ば
れ
、
元
中
二
年
（
一
三
八
五
）
に
は
高
野
山
の
丹
生

明
神
へ
宸
筆
願
文
を
納
め
て
戦
勝
を
祈
願
し
た
。
南
北
朝
合
一
が
成
立
し

た
二
年
後
の
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
に
崩
御
し
て
い
る
。

　

長
慶
天
皇
に
関
し
て
は
、即
位
の
頃
よ
り
南
朝
の
衰
退
が
著
し
く
な
り
、

行
宮
も
度
々
遷
さ
れ
た
た
め
史
料
や
記
録
が
少
な
く
、
一
方
で
後
世
に
創

作
さ
れ
た
書
物
や
伝
説
・
伝
承
も
存
し
て
お
り
、
正
確
な
事
績
や
晩
年
の

状
況
に
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
。
殊
に
長
慶
天
皇
の
在
位
の
有
無
を
め

ぐ
っ
て
は
江
戸
期
以
来
諸
説
が
提
起
さ
れ
、
明
治
期
に
入
っ
て
も
議
論
が

続
い
た
が
、
大
正
期
に
新
た
な
史
料
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
調
査
研
究
が

大
き
く
進
展
し
、
在
位
が
証
明
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
長
慶
天
皇
の
在
位

が
裁
可
さ
れ
、
第
九
十
八
代
天
皇
と
し
て
加
列
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の

で
あ
る（
２
）。

　

本
稿
は
、
江
戸
期
か
ら
明
治
期
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
長
慶
天

皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
を
概
括
す
る
と
と
も
に
、
大

正
期
に
在
位
が
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の
学
術
的
背
景
に
つ
い

て
の
検
証
を
通
じ
て
、
皇
統
の
代
数
確
定
を
歴
史
的
か
つ
同
時
代
的
に
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

�

江
戸
・
明
治
期
に
お
け
る
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位

を
め
ぐ
る
言
説

　

ま
ず
は
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
諸
説
・
議
論
の
、
江
戸

期
か
ら
明
治
期
に
わ
た
る
展
開
に
つ
い
て
概
観
し
た
い（
３
）。

　

室
町
前
期
の
南
北
朝
合
一
の
結
果
、
北
朝
方
が
世
系
と
し
て
皇
位
を
継

ぐ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
室
町
期
を
通
じ
て
は
北
朝
を
正
統
と
す
る
認

識
が
大
勢
を
占
め
た
。
そ
れ
ゆ
え
南
朝
の
事
績
等
は
顧
み
ら
れ
な
い
状
況

と
な
り
、
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ

れ
な
か
っ
た
。

　

江
戸
期
に
な
る
と
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
修
史
事
業
が
着
手
さ
れ
、
寛
文

十
年
（
一
六
七
〇
）
に
『
本
朝
通
鑑
』
正
続
編
が
完
成
・
進
呈
さ
れ
た
。

同
書
は
天
皇
一
代
ご
と
に
区
切
る
編
年
体
で
著
わ
さ
れ
て
お
り
、『
続
本

朝
通
鑑
』
で
は
南
北
両
朝
の
天
皇
が
併
記
さ
れ
（
た
だ
し
北
朝
正
統
と
す

る
）、そ
こ
で
長
慶
天
皇（
長
慶
院
）は
一
代
と
し
て
記
載
さ
れ
た
。ま
た
、

水
戸
藩
主
徳
川
光
圀
が
編
修
を
開
始
し
た
『
大
日
本
史
』
で
は
、
い
わ
ゆ

る
三
大
特
筆
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
神
器
所
在
の
意
義
と
正
名
論
の
立
場

に
よ
る
南
朝
正
統
の
位
置
づ
け
と
と
も
に
、
南
朝
を
後
醍
醐
、
後
村
上
、

長
慶
、
後
亀
山
四
天
皇
と
す
る
南
朝
四
代
説
が
示
さ
れ
た
。
た
だ
一
方
で
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同
時
期
に
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
成
立
の
天
野
信
景
編
『
南
朝
紹

運
図
』
に
代
表
さ
れ
る
、
長
慶
天
皇
の
名
で
あ
る
「
寛
成
」
と
後
亀
山
天

皇
の
名
「
熙
成
」
は
と
も
に
「
ヒ
ロ
ナ
リ
」
と
同
訓
で
あ
る
た
め
同
一
人

物
と
見
な
す
「
一
帝
両
諱
説
」
と
し
て
の
南
朝
三
代
説
も
唱
え
ら
れ
、
同

説
を
祖
述
し
た
著
作
も
数
点
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、『
続
本
朝
通
鑑
』
及

び
『
大
日
本
史
』
に
お
け
る
長
慶
天
皇
在
位
の
記
載
か
ら
、
こ
の
後
の
文

政
九
年
（
一
八
二
六
）
刊
行
の
青
山
延
于
『
皇
朝
史
略
』
と
い
っ
た
水
戸

学
者
に
よ
る
書
籍
は
も
ち
ろ
ん
、
同
年
の
岩
垣
松
苗
『
国
史
略
』
や
翌
年

の
頼
山
陽
に
よ
る
『
日
本
外
史
』
等
で
も
、
長
慶
天
皇
を
一
代
と
見
な
す

こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

　

当
時
、
長
慶
天
皇
在
位
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
元
中
二
年

（
一
三
八
五
）
の
高
野
山
宸
筆
願
文
で
あ
る
。
同
願
文
は
「
発
願
事
、
右

今
度
之
雌
雄
如
思
者
、
殊
可
致
報
賽
之
誠
之
状
如
件
〔
発
願
の
事
、
右
、

今
度
の
雌
雄
思
ふ
が
如
く
ん
ば
、
殊
に
報
賽
の
誠
を
致
す
べ
き
の
状
、
件

の
如
し（
４
）〕」
と
、「
雌
雄
」
を
決
す
る
場
面
で
の
勝
利
を
祈
る
旨
が
記
さ
れ
、

そ
の
末
尾
に
「
太
上
天
皇
寛
成
敬
白
」
と
あ
り
、
元
中
二
年
に
「
寛
成
」

名
の
太
上
天
皇
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
足
利
義

満
・
義
持
・
義
量
三
代
に
わ
た
る
幕
府
の
法
令
や
将
軍
の
動
静
、
出
来
事

等
を
日
記
体
で
記
し
た
北
朝
側
の
記
録
で
あ
る
『
花
営
三
代
記
』
の
応
安

六
年
（
南
朝
で
は
文
中
二
年
、
一
三
七
三
）
八
月
二
日
条
に
は
「
南
方
奉

譲
位
於
御
舎
弟
宮
」
と
、
南
朝
で
皇
太
弟
へ
の
譲
位
が
あ
っ
た
と
の
記
事

が
存
す
る
。
後
村
上
天
皇
は
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
に
崩
御
し
て

お
り
、
後
亀
山
天
皇
は
元
中
九
年
（
一
三
九
二
）
の
南
北
朝
合
一
時
の
天

皇
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
朝
で
文
中
二
年
に
当
た
る
こ
の
年
に
譲
位
し
た

天
皇
は
長
慶
天
皇
以
外
に
考
え
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
も
っ
て
長
慶
天
皇
の
在

位
を
示
す
有
力
な
証
拠
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
江
戸
後
期
に
国
学
者
の
塙
保
己
一
が
長
慶
天
皇
非
在
位
に
基
づ

く
南
朝
三
代
説
を
説
い
た
「
は
な
さ
く
松
（
花
咲
松（
５
））」

を
発
表
し
た
こ

と
に
よ
り
、一
転
し
て
非
在
位
説
が
有
力
に
な
っ
て
い
く
。「
は
な
さ
く
松
」

は
、
当
時
『
群
書
類
従
』
の
編
纂
・
刊
行
に
従
事
し
て
い
た
塙
が
彰
考
館

総
裁
立
原
翠
軒
の
推
挙
に
よ
り
『
大
日
本
史
』
の
校
訂
編
纂
事
業
に
携
わ

る
に
臨
み
、
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
に
関
す
る
所
見
を
求
め
ら
れ
、

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
弘
和
元

年
（
一
三
八
一
）
成
立
の
南
朝
方
の
歌
集
で
あ
る
『
新
葉
和
歌
集
』
の
序

文
に
「
か
み
元
弘
の
は
じ
め
よ
り
し
も
弘
和
の
今
に
い
た
る
ま
で
、
世
は

三
つ
ぎ
年
は
い
そ
と
せ
の
あ
ひ
だ
」
と
、
元
弘
か
ら
弘
和
ま
で
の
五
十
年

間
に
「
三
つ
ぎ
」、
つ
ま
り
三
代
と
あ
り
、
同
様
に
天
授
元
年
（
一
三
七
五
）

の
『
五
百
番
歌
合
』
等
に
も
「
三
代
」
と
詠
っ
た
歌
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

「
三
代
」
と
は
後
醍
醐
、
後
村
上
、
後
亀
山
三
天
皇
を
指
す
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
り
長
慶
天
皇
の
即
位
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
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（
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、『
新
葉
和
歌
集
』
が
後
亀
山
天
皇
の
御
代
に
成

立
し
た
と
見
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
）。
ま
た
、
前
述
の
『
花
営
三
代
記
』

の
南
朝
文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
に
お
け
る
譲
位
の
記
事
に
つ
い
て
も
、

同
書
は
北
朝
側
の
「
武
家
の
雑
録
」
ゆ
え
の
「
街
談
巷
説
」
の
伝
聞
の
誤

り
で
あ
り
、
南
朝
の
撰
集
で
あ
る
『
新
葉
和
歌
集
』
に
比
べ
て
は
る
か
に

信
憑
性
に
欠
け
る
と
し
、
ほ
か
に
も
長
慶
・
後
亀
山
両
天
皇
の
母
と
さ
れ

る
嘉
喜
門
院
の
御
歌
を
ま
と
め
た
『
嘉
喜
門
院
集
』
の
記
載
と
合
わ
せ
考

え
る
と
、
後
村
上
天
皇
崩
御
の
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
か
ら
『
新

葉
和
歌
集
』
成
立
の
弘
和
元
年
（
一
三
八
一
）
ま
で
譲
位
が
な
か
っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
高
野
山
宸
筆
願
文
に
あ
る
「
太

上
天
皇
寛
成
」
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
長
慶
天
皇
（
長
慶
院
）
は
後
亀

山
天
皇
の
兄
で
は
な
く
「
弟
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
平
安
期
に
お
け
る

小
一
条
院
の
例
（
三
条
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
る
敦
明
親
王
が
後
一
条
天

皇
の
即
位
に
伴
い
東
宮
と
な
る
も
、
藤
原
道
長
の
圧
迫
を
受
け
て
東
宮
を

辞
し
、
そ
の
後
小
一
条
院
の
院
号
を
授
け
ら
れ
、
太
上
天
皇
に
准
ぜ
ら
れ

た
例
）
か
ら
、
長
慶
院
も
皇
太
弟
と
し
て
の
東
宮
か
ら
直
に
太
上
天
皇
に

な
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
「
追
考
」
と
し
て
長
慶
院
と
後
亀
山
天
皇
の
兄
弟

は
不
和
の
間
柄
に
あ
り
、
そ
の
た
め
同
願
文
に
あ
る
「
雌
雄
」
と
は
、
北

朝
方
と
の
対
立
で
は
な
く
、
後
亀
山
天
皇
と
の
関
係
を
指
す
も
の
と
論
じ

た
。

　

長
慶
天
皇
の
在
位
を
否
認
し
た
書
物
は
、
江
戸
前
期
の
貞
享
年
間
の
成

立
と
さ
れ
る
幕
府
書
物
奉
行
浅
羽
成
儀
に
よ
る
『
桜
雲
記
』（
同
書
で
は

寛
成
親
王
（
長
慶
天
皇
）
を
後
亀
山
天
皇
の
皇
太
子
と
捉
え
て
い
る
）
を

は
じ
め
夙
に
見
ら
れ
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
は
第
五
代
金
沢
藩
主

前
田
綱
紀
が
、『
新
葉
和
歌
集
』
に
所
収
の
「
御
製
」
と
あ
る
歌
は
永
享

十
一
年
（
一
四
三
九
）
に
成
立
し
た
最
後
の
勅
撰
和
歌
集
と
な
る
『
新
続

古
今
和
歌
集
』
で
「
後
亀
山
院
御
製
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
長
慶
天
皇
の
即
位
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た
。
塙
の
論
は
さ
ら

に
当
時
ま
で
の
南
朝
四
代
説
が
提
示
し
て
い
た
根
拠
を
悉
く
批
判
し
、
長

慶
天
皇
の
在
位
を
明
確
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

塙
の
「
は
な
さ
く
松
」
は
長
慶
天
皇
非
在
位
説
の
「
雄
編
」
に
し
て
賛

同
者
が
多
数
出
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
三
代
説
を
唱
え
る
数
々
の
著
作
が
発

表
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
長
慶
天
皇
在
位
を
主
張
す
る
水
戸
学

が
反
駁
を
加
え
て
議
論
・
論
争
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。た
だ
し
、

江
戸
後
期
の
水
戸
学
者
は
、『
大
日
本
史
』
に
基
づ
い
て
長
慶
天
皇
の
在

位
を
主
張
し
つ
つ
も
、
一
方
で
は
塙
が
説
い
た
後
亀
山
天
皇
と
は
不
和
で

あ
っ
た
と
す
る
説
は
採
り
入
れ
て
、
建
徳
元
年
（
一
三
七
〇
）
以
降
、
長

慶
天
皇
が
文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
に
譲
位
す
る
ま
で
南
朝
で
は
両
天
皇

が
両
立
し
た
と
す
る
「
南
朝
両
立
説
」
を
唱
え
た
。
加
え
て
、
国
学
に
お

い
て
も
平
田
篤
胤
が
『
玉
襷
』（
文
化
八
年
刊
）
で
在
位
説
を
採
る
一
方
、
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伴
信
友
は『
残
桜
記
』（
文
政
四
年
刊
）で
非
在
位
と
捉
え
る
な
ど
、学
問
・

学
派
を
問
わ
ず
各
論
者
に
よ
り
解
釈
が
異
な
っ
た
。
こ
う
し
て
南
朝
の
歴

代
天
皇
に
関
し
て
は
、
後
醍
醐
、
後
村
上
、
後
亀
山
の
三
代
説
と
、
後
村

上
天
皇
の
後
に
長
慶
天
皇
を
加
え
る
四
代
説
の
大
き
く
二
説
に
分
か
れ

て
、
こ
の
流
れ
が
明
治
期
を
通
じ
て
も
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
明
治
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非

在
位
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
例
え
ば
木
村
正
辞
や
黒
川
真
頼
は
非
在
位
説
を

主
張
し
、
小
中
村
清
矩
、
井
上
頼
囶
は
「
南
朝
両
立
説
」
に
基
づ
い
た
在

位
説
を
唱
え
る
な
ど
、
明
治
十
五
年
創
立
の
皇
典
講
究
所
や
二
十
三
年
に

設
立
し
た
黎
明
期
の
國
學
院
に
お
い
て
教
鞭
を
執
っ
た
国
学
者
の
間
で
も

意
見
が
分
か
れ
た（
６
）。

殊
に
井
上
頼
囶
は
、
明
治
二
十
四
年
稿
『
長
慶
天
皇

御
即
位
論
』
に
お
い
て
、『
新
葉
和
歌
集
』
や
『
五
百
番
歌
合
』
に
あ
る
「
三

代
」
は
、「
代
数
」
の
「
三
代
」
で
は
な
く
、「
世
数
」
で
あ
る
「
三
世
」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
長
慶
天
皇
と
後
亀
山
天
皇
の
ど
ち

ら
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
。

　

明
治
後
期
の
国
学
者
に
よ
る
長
慶
天
皇
非
在
位
説
を
唱
え
た
主
な
著
作

と
し
て
、
谷
森
善
臣
が
明
治
三
十
五
年
に
刊
行
し
た
『
嵯
峨
野
の
露
』
が

あ
る
。
同
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
翌
三
十
六
年
に
国
史
学
者
の
久
米
邦
武
が

「
長
慶
天
皇
に
つ
き
て
妄
を
弁
ず
」と
題
す
る
論
考
で
逐
一
批
判
を
加
え
、

こ
れ
に
憤
怒
し
た
谷
森
も
「
長
慶
天
皇
に
つ
き
て
妄
を
弁
ず
と
云
ふ
説
の

妄
を
弁
ず
」
を
著
し
て
久
米
の
説
に
反
論
し
、
こ
の
谷
森
と
久
米
の
応
酬

は
明
治
期
に
お
け
る
長
慶
天
皇
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
代
表
的
な
議
論

の
一
つ
と
言
わ
れ
る
。
谷
森
は
こ
の
『
嵯
峨
野
の
露
』
に
お
い
て
、
結
論

は
従
来
の
非
在
位
説
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
も
の
の
新
た
な
論
拠
等
を
示
し

て
お
り
、
例
え
ば
塙
保
己
一
が
伝
聞
の
誤
り
と
し
た
『
花
営
三
代
記
』
の

文
中
二
年
譲
位
記
事
に
つ
い
て
、
同
時
期
の
北
朝
方
の
三
条
実
豊
の
日
記

で
あ
る
『
実
豊
卿
記
』
や
石
清
水
八
幡
宮
の
社
務
日
誌
『
鳩
嶺
雑
事
記
』

に
南
朝
に
お
け
る
譲
位
の
景
況
が
一
切
見
え
な
い
こ
と
か
ら
、『
花
営
三

代
記
』
の
譲
位
記
事
を
「
誤
聞
」
と
す
る
説
を
補
強
し
て
い
る
。
一
方
、

塙
が
長
慶
・
後
亀
山
両
天
皇
の
間
柄
を
不
和
と
し
、
宸
筆
願
文
の
「
雌
雄
」

は
北
朝
で
は
な
く
後
亀
山
天
皇
と
の
関
係
を
指
す
と
解
し
た
こ
と
に
対
し

て
は
、
当
時
の
諸
記
録
か
ら
南
朝
で
内
乱
が
あ
っ
た
史
実
は
見
出
せ
な
い

と
し
て
、
不
和
で
は
な
く
む
し
ろ
親
睦
の
間
柄
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
宸
筆

願
文
の
「
雌
雄
」
は
あ
く
ま
で
も
北
朝
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
批
判
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
慶
天
皇
を
め
ぐ
る
諸
説
は
、
大
き
く
は
在
位
・
非
在

位
の
両
説
に
分
か
れ
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
や
論
点
は
多
種
多
様
で
あ
っ

た
。
ま
た
長
慶
・
後
亀
山
両
天
皇
の
関
係
性
に
対
す
る
認
識
に
お
い
て
、

在
位
説
な
ら
ば
両
天
皇
の
関
係
を
親
睦
と
捉
え
、
非
在
位
説
な
ら
ば
不
和

と
見
な
す
と
い
っ
た
単
純
な
構
図
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
表
さ
れ
る
よ
う
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に
、
在
位
・
非
在
位
の
ど
ち
ら
の
説
も
見
解
や
解
釈
に
統
一
性
が
な
い
複

雑
か
つ
錯
綜
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る（
７
）。

二　

大
正
期
に
お
け
る
長
慶
天
皇
在
位
に
関
す
る
研
究

　

明
治
期
に
お
け
る
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
議
論
と
並
行

し
て
、
国
学
や
漢
学
と
い
っ
た
伝
統
的
な
考
証
的
学
問
に
お
い
て
は
、
日

本
の
近
代
化
に
伴
う
西
洋
の
合
理
主
義
に
基
づ
く
科
学
技
術
の
摂
取
を
背

景
に
、
実
証
的
な
研
究
方
法
や
学
問
の
専
門
分
化
が
導
入
さ
れ
、
近
代
人

文
学
の
形
成
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
殊
に
国
学
で
は
、
明
治
十
五
年
に
宗
教

と
学
問
の
分
離
（
教
学
分
離
）
及
び
国
家
や
社
会
に
お
け
る
実
践
・
実
用

に
基
づ
く
近
代
学
問
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
、
皇
典
講
究
所
や
東
京
大
学
文

学
部
附
属
古
典
講
習
科
と
い
っ
た
研
究
教
育
機
関
が
創
設
さ
れ
た
。
十
八

年
に
は
東
京
大
学
文
学
部
に
お
い
て
和
文
学
科
が
特
立
し
、
こ
れ
ら
機
関

で
学
ん
だ
新
時
代
の
国
学
者
も
参
加
し
て
、
明
治
二
十
三
年
に
皇
典
講
究

所
を
母
体
に
國
學
院
が
設
立
さ
れ
た
。
國
學
院
は
世
代
や
学
派
・
学
統
を

超
え
た
国
学
に
お
け
る
総
合
的
な
研
究
教
育
機
関
で
あ
り
、
国
学
を
源
流

に
国
語
学
、
国
文
学
、
国
史
学
、
日
本
法
制
史
等
の
近
代
人
文
学
が
形
成
・

確
立
し
て
い
く
上
で
の
主
要
な
学
術
的
基
盤
と
な
っ
た（
８
）。

　

ま
た
、
国
学
・
漢
学
が
近
代
人
文
学
へ
と
発
展
す
る
原
動
力
と
な
っ
た

の
が
、国
家
に
よ
る
修
史
事
業
で
あ
る
。明
治
維
新
以
降
の
修
史
事
業
は
、

明
治
二
年
の
「
三
条
実
美
を
修
史
総
裁
に
任
命
の
宸
翰
」
を
端
緒
に
、
五

年
に
太
政
官
正
院
に
歴
史
課
が
新
設
さ
れ
、
八
年
に
修
史
局
、
十
年
に
は

修
史
館
と
改
め
ら
れ
、
十
五
年
か
ら
は
官
撰
国
史
と
し
て
『
大
日
本
編
年

史
』
の
編
修
が
着
手
さ
れ
た
。
内
閣
制
度
の
成
立
に
と
も
な
い
十
九
年
に

内
閣
臨
時
修
史
局
と
な
り
、
二
十
一
年
に
は
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
移
管

さ
れ
て
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
、
二
十
四
年
に
は
地
誌
編
纂
掛
と
あ
わ
せ
て

史
誌
編
纂
掛
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
六
年
、
史
誌
編
纂
掛
が
廃
止
さ

れ
る
に
伴
い
官
撰
国
史
の
編
修
自
体
が
停
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
二
十
八
年

に
設
置
さ
れ
た
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
の
も
と
、
修
史
事
業
は

新
た
に
史
料
を
収
集
編
纂
す
る
事
業
へ
と
転
換
し
、『
大
日
本
史
料
』や『
大

日
本
古
文
書
』
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た（
９
）。

国
家
に
よ
る
史

料
編
纂
事
業
は
、
新
た
な
史
料
の
発
掘
と
歴
史
研
究
の
充
実
、
さ
ら
に
は

国
史
学
者
の
養
成
と
い
っ
た
成
果
を
生
み
、
こ
う
し
た
近
代
国
史
学
を
取

り
巻
く
環
境
を
背
景
と
し
て
、
大
正
期
に
は
国
史
学
者
八
代
国
治
を
中
心

に
長
慶
天
皇
在
位
を
め
ぐ
る
研
究
に
も
大
き
な
進
展
が
導
か
れ
る
こ
と
に

な
る
。

　

八
代
国
治）

（1
（

は
明
治
二
十
七
年
に
國
學
院
に
入
学
し
、
白
鳥
庫
吉
の
邸
に

寄
寓
し
つ
つ
、
殊
に
栗
田
寛
、
萩
野
由
之
、
池
辺
義
象
よ
り
教
え
を
受
け
、

明
治
三
十
年
に
主
席
で
卒
業
し
た
。
卒
業
後
は
、
池
辺
の
推
薦
を
受
け
て
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東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
に
入
り
『
大
日
本
史
料
』
編
纂
に

関
与
し
、
三
十
八
年
に
は
史
料
編
纂
官
補
、
大
正
九
年
に
は
史
料
編
纂
官

に
任
ぜ
ら
れ
た
。
当
初
は
『
大
日
本
史
料
』
第
四
編
（
鎌
倉
時
代
）
編
纂

に
携
わ
り
、
大
正
四
年
よ
り
第
六
編
（
南
北
朝
時
代
）
編
纂
主
任
と
な
っ

た
。
明
治
四
十
四
年
よ
り
母
校
で
あ
る
國
學
院
大
學
の
講
師
、
大
正
十
二

年
に
は
教
授
を
兼
任
し
、
前
年
の
十
一
年
に
「
長
講
堂
領
の
研
究
」
に
よ

り
東
京
帝
国
大
学
か
ら
文
学
博
士
の
学
位
も
授
与
さ
れ
て
い
る
。

　

八
代
が
長
慶
天
皇
在
位
を
め
ぐ
る
研
究
に
従
事
し
た
経
緯
を
自
身
の
弁

に
基
づ
き
説
明
す
る
と
、
明
治
二
十
九
年
か
ら
三
十
七
年
に
か
け
て
吉
川

弘
文
館
発
行
に
よ
る
『
国
史
大
辞
典
』
の
編
纂
を
手
掛
け
た
折
、「
天
皇
」

の
条
項
に
お
い
て
代
数
に
関
す
る
議
論
を
概
説
す
べ
く
研
究
に
着
手
し
た

際
、長
慶
天
皇
即
位
に
つ
い
て
は
検
証
の
余
地
が
あ
る
と
感
じ
た
も
の
の
、

辞
典
の
完
成
が
急
が
れ
た
た
め
十
分
な
調
査
が
行
え
な
か
っ
た）

（（
（

。
大
正
二

年
秋
頃
よ
り
『
帝
系
図
』
の
研
究
に
着
手
し
、
南
朝
史
料
の
多
く
が
江
戸

期
の
偽
作
で
あ
り
、
従
来
の
諸
説
が
こ
れ
ら
偽
書
・
偽
系
図
に
依
拠
し
た

誤
認
で
あ
る
こ
と
を
察
し
て
、
専
ら
根
本
史
料
に
よ
る
研
究
に
努
め
た
結

果
、
長
慶
天
皇
の
在
位
が
確
実
で
あ
る
こ
と
を
見
出
す
に
至
り
、
大
正
三

年
五
月
に
「
長
慶
天
皇
御
即
位
考
」
を
草
し
て
公
表
し
よ
う
と
し
た
。
し

か
し
皇
統
に
関
す
る
ゆ
え
、と
く
に
慎
重
を
期
し
て
な
お
も
研
究
を
進
め
、

宮
内
省
図
書
寮
か
ら
の
助
力
も
受
け
て
自
説
を
堅
固
に
す
る
史
料
を
得
た

上
で
、
大
正
五
年
十
一
月
に
「
長
慶
天
皇
御
即
位
に
就
て
の
研
究
」
を
『
史

学
雑
誌
』（
第
二
十
七
編
第
十
一
号
）
に
発
表
し
た
。

　

八
代
は
同
論
考
に
お
い
て
、『
帝
系
図
』（
第
一
証
）、『
新
葉
和
歌
集
』（
第

二
証
）、『
嘉
喜
門
院
集
』（
第
三
証
）、『
帝
王
系
図
』（
第
四
証
）、『
人
王

百
代
具
名
記
』（
第
五
証
）、『
畊
雲
千
首
』（
第
六
証
）
の
史
料
を
典
拠
に

長
慶
天
皇
在
位
を
論
証
し
た
。ま
ず
、第
一
証
に
掲
げ
た
醍
醐
寺
所
蔵『
帝

系
図
』
は
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）、
南
朝
で
は
建
徳
二
年
に
書
写
さ
れ

た
も
の
で
、「
当
今
」
と
あ
る
傍
ら
に
「
寛
成
南
方
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

長
慶
天
皇
の
在
位
を
明
示
し
て
い
る
。『
帝
系
図
』
に
対
し
て
は
従
来
、

後
世
の
書
き
入
れ
が
存
す
る
た
め
信
憑
性
に
欠
け
る
と
し
て
そ
の
史
料
的

価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
八
代
が
書
風
や
筆
跡
、
墨

色
を
改
め
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
書
写
年
で
あ
る
「
応
安
第
四
」
や
北
朝

方
の
後
円
融
天
皇
を
「
当
今
」
と
す
る
箇
所
と
右
掲
の
「
当
今
」・「
寛
成

南
方
」
と
が
同
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
慶
天
皇
に
関
す
る
記
事
も
応
安

四
年
当
時
に
書
き
記
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
加
え
て
醍
醐
寺
は
南
朝
方
の
者

も
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
南
朝
の
事
情
に
精
通
し
た
僧
侶
等
に
よ
る
写
し
と
考

え
ら
れ
る
と
し
て
、
八
代
は
『
帝
系
図
』
を
南
朝
の
皇
統
を
研
究
す
る
上

で
信
用
で
き
る
史
料
で
あ
り
、「
帝
王
系
図
中
長
慶
天
皇
の
記
事
あ
る
最

古
の
系
図
に
し
て
、
尤
も
価
値
あ
る
史
料
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

ま
た
第
三
証
に
あ
る
、
前
述
の
『
嘉
喜
門
院
集
』
の
う
ち
、
室
町
中
期
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の
古
写
本
で
あ
る
前
田
侯
爵
家
本
（
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
）
に
は
袖
書
が
あ

り
、
そ
こ
に
天
授
三
年
（
一
三
七
七
）
に
嘉
喜
門
院
の
歌
集
を
清
書
し
て

『
新
葉
和
歌
集
』
の
撰
集
資
料
に
捧
げ
た
と
す
る
事
情
と
と
も
に
嘉
喜
門

院
へ
の
当
代
天
皇
か
ら
の
和
歌
が
あ
り
、そ
の
詞
書
の「
内
の
御
か
た
」（
当

代
天
皇
）
に
本
文
と
同
筆
で
「
長
慶
院
法
皇
」
と
の
傍
註
が
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
天
授
三
年
は
長
慶
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
、
加
え
て
同
書
の
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
の
歌
の
詞
書
に
も
「
内

の
御
方
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
平
二
十
三
年
か
ら
天
授
三
年
ま
で
は
少

な
く
て
も
長
慶
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
そ
し
て
、

同
書
所
収
の
「
内
の
御
方
」
の
御
製
が
『
新
葉
和
歌
集
』
に
「
御
製
」
と

あ
る
歌
と
合
致
す
る
こ
と
に
よ
り
、『
新
葉
和
歌
集
』
の
「
御
製
」
は
長

慶
天
皇
の
御
製
で
あ
り
、非
在
位
説
の
有
力
な
根
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た『
新

続
古
今
和
歌
集
』
で
の
「
後
亀
山
院
御
製
」
と
の
記
載
は
（
勅
撰
集
で
あ
っ

て
も
）
誤
り
で
あ
る
と
し
て
、
八
代
は
『
新
葉
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
弘

和
元
年
（
一
三
八
一
）
時
も
長
慶
天
皇
の
御
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
と
説
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
塙
保
己
一
を
は
じ
め
非
在
位
説
が
言
及
し
た
長
慶
天
皇
と
後
亀

山
天
皇
の
兄
弟
順
に
つ
い
て
も
八
代
は
、
そ
も
そ
も
多
く
の
系
図
で
長
慶

天
皇
が
兄
、
後
亀
山
天
皇
が
弟
と
あ
る
こ
と
に
加
え
、『
大
日
本
史
料
』

編
纂
の
過
程
で
見
出
さ
れ
た
河
内
金
剛
寺
所
蔵
の
長
慶
・
後
亀
山
両
天
皇

の
信
任
を
受
け
た
内
山
光
賢
僧
正
に
よ
る
『
印
信
秘
抄
』
に
は
、「
依
長

慶
院
殿
御
尋
光
賢
注
進
本
也
」
と
す
る
同
書
の
来
歴
が
奥
書
に
記
さ
れ
て

お
り
、「
長
慶
院
殿
」
の
肩
書
に
「
大
覚
寺
仙
洞
〔
後
亀
山
天
皇
〕
御
兄
」

と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
慶
天
皇
が
後
亀
山
天
皇
の
弟
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
東
宮
か
ら
直
に
太
上
天
皇
に
な
っ
た
と
す
る
説
は
成
立

し
な
い
と
主
張
し
た
。

　

さ
ら
に
、
非
在
位
説
の
ほ
か
「
南
朝
両
立
説
」
で
も
説
か
れ
た
長
慶
天

皇
と
後
亀
山
天
皇
の
兄
弟
間
が
不
和
で
あ
っ
た
と
す
る
説
に
対
し
て
は
、

前
述
の
谷
森
善
臣
が
『
嵯
峨
野
乃
露
』
で
提
示
し
た
不
和
説
否
定
の
論
拠

以
外
に
、
後
述
す
る
『
畊
雲
千
首
』
奥
書
に
、
天
授
二
年
（
一
三
七
六
）

の
千
首
和
歌
（
天
授
千
首
）
に
当
時
東
宮
の
後
亀
山
天
皇
と
歌
を
詠
じ
た

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
塙
が
「
雌
雄
」
の
語
か
ら
兄
弟
間
の
不
和
を
断
じ
た

宸
筆
願
文
に
つ
い
て
も
、「
太
上
天
皇
寛
成
」
と
の
記
名
か
ら
、
院
中
の

上
皇
と
し
て
院
政
を
敷
い
て
い
る
状
況
が
順
調
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
兄
弟
間
は
一
貫
し
て
親
睦
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
た

め
宸
筆
願
文
の
「
雌
雄
」
も
北
朝
と
の
対
立
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る）

（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
第
二
証
の
『
新
葉
和
歌
集
』
で
は
、
富
岡
謙
蔵
所
蔵

古
写
本
（
富
岡
本
）
の
奥
書
に
「
南
朝
慶
寿
院
法
皇
御
在
位
之
時
」
と
あ

る
の
を
も
と
に
、
ほ
か
の
関
連
史
料
か
ら
「
慶
寿
院
法
皇
」
は
長
慶
天
皇
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を
指
し
、
そ
れ
ゆ
え
長
慶
天
皇
の
「
御
在
位
」
も
証
明
さ
れ
る
こ
と
、
ま

た
第
四
証
の
『
帝
王
系
図
』（
吹
上
本
）
に
「
後
村
上
」
に
続
き
「
吉
野

帝　

寛
成
法
皇
」
と
、
長
慶
天
皇
の
即
位
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第

五
証
と
し
て
大
正
四
年
五
月
に
八
代
が
発
見
し
た
常
福
寺
所
蔵
『
人
王
百

代
具
名
記
』
に
は
、
長
慶
天
皇
と
後
亀
山
天
皇
の
名
が
前
後
誤
写
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
南
朝
が
四
代
で
、
か
つ
第
九
十
七
代
天
皇
と
し
て
「
増
長

慶
寿
院
法
皇
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
八

代
は
国
文
学
者
の
武
田
祐
吉
よ
り
大
正
五
年
七
月
に
提
供
さ
れ
た
『
畊
雲

千
首
』
奥
書
に
つ
い
て
も
第
六
証
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
長
慶
天
皇
の
在

位
を
論
証
し
た
。

　

そ
も
そ
も
武
田
祐
吉
自
身
も
ま
た
長
慶
天
皇
在
位
に
関
す
る
研
究
を
か

ね
て
よ
り
行
っ
て
い
た
。
武
田
は
大
正
三
年
、『
わ
か
竹
』（
第
七
巻
第
四

号
）
誌
上
に
「
芳
野
朝
の
歌
道
」
を
寄
稿
し
、
そ
こ
で
は
南
朝
三
代
説
を

採
っ
て
長
慶
天
皇
在
位
を
否
認
し
た
が
、
大
正
五
年
末
に
『
日
本
及
日
本

人
』（
第
六
九
六
号
）
に
「
長
慶
天
皇
を
仰
ぎ
奉
り
て）

（1
（

」
と
題
す
る
論
考

を
発
表
し
て
、『
畊
雲
千
首
』
奥
書
の
内
容
を
根
拠
に
見
解
を
改
め
、
長

慶
天
皇
の
在
位
が
証
明
で
き
る
と
し
た
。
武
田
は
大
正
二
年
に
國
學
院
大

學
を
卒
業
し
、
神
奈
川
県
立
小
田
原
中
学
校
教
諭
や
東
京
帝
国
大
学
万
葉

集
校
訂
嘱
託
を
務
め
た
後
、
九
年
に
國
學
院
大
學
講
師
、
十
五
年
に
同
教

授
に
就
任
し
た
。
昭
和
六
年
に
「
万
葉
集
仙
覚
本
の
研
究
」
に
よ
り
京
都

帝
国
大
学
か
ら
文
学
博
士
の
称
号
を
受
け
、
戦
後
の
三
十
三
年
に
逝
去
し

て
い
る
。「
長
慶
天
皇
を
仰
ぎ
奉
り
て
」
を
発
表
し
た
大
正
五
年
は
、
武

田
が
東
京
帝
国
大
学
万
葉
集
校
訂
の
嘱
託
と
な
り
巣
鴨
に
在
住
し
て
い
た

時
で
、
翌
六
年
初
頭
に
は
高
柳
光
寿
の
妹
圀
恵
と
結
婚
し
て
い
る
。

　

武
田
が
「
長
慶
天
皇
を
仰
ぎ
奉
り
て
」
で
主
に
取
り
上
げ
て
い
る
『
畊

雲
千
首
』
は
、
天
授
二
年
（
一
三
七
六
）
の
千
首
和
歌
（
天
授
千
首
）
に

詠
進
し
た
花
山
院
長
親
（
畊
雲
）
の
詠
草
で
あ
る
。『
続
群
書
類
従
』（
第

十
四
輯
上
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
書
に
は
奥
書
が
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
、
武
田
は
国
文
学
者
佐
佐
木
信
綱
が
所
蔵
す
る
古
写
本
に
奥

書
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
こ
の
奥
書
に
示
さ
れ
た
『
畊
雲
千
首
』
成
立

の
事
情
等
を
根
拠
に
、
長
慶
天
皇
在
位
の
史
実
を
論
証
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

す
な
わ
ち
、
奥
書
は
元
中
六
年
（
一
三
八
九
）
及
び
応
永
二
十
二
年

（
一
四
一
五
）
の
両
度
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
著
者
の
花
山
院
長
親

に
つ
い
て
は
、
元
中
六
年
で
は
「
内
大
臣
」
と
あ
り
、
応
永
二
十
二
年
で

は
「
畊
雲
散
人
」
と
あ
る
。
加
え
て
前
者
の
元
中
六
年
時
の
奥
書
の
首
部

に
「
天
授
二
暦
、
仙
洞
并
当
今
、
以
此
題
令
詠
御
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
仙

洞
」
に
は
「
長
慶
院
殿
」、「
当
今
」
に
「
大
覚
寺
殿
」
と
の
傍
註
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
奥
書
か
ら
、
元
中
六
年
（
一
三
八
九
）
時
の
「
仙
洞
」（
上

皇
）
と
「
当
今
」（
当
代
天
皇
）
が
、
去
る
天
授
二
年
（
一
三
七
六
）
の

千
首
和
歌
（
天
授
千
首
）
を
詠
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
天
授
千
首
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の
詠
進
者
の
一
人
で
あ
っ
た
宗
良
親
王
の
『
詠
千
首
和
歌
（
宗
良
親
王
千

首
）』（『
群
書
類
従
』
第
十
輯
所
収
）
に
あ
る
天
授
三
年
に
記
さ
れ
た
奥

書
に
「
天
授
二
年
の
夏
の
末
つ
か
た
。〔･･･

中
略･･･

〕
内
春
宮
二
御
か

た
千
首
和
歌
あ
そ
は
さ
る
へ
し
」
と
、「
内
」（
当
代
天
皇
）
と
「
春
宮
」（
東

宮
）
が
千
首
和
歌
を
詠
じ
た
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
宗
良
親
王
千
首
』

奥
書
に
お
け
る
天
授
三
年
（
一
三
七
七
）
の
「
内
」（
当
代
天
皇
）
が
、『
畊

雲
千
首
』
奥
書
に
示
さ
れ
る
元
中
六
年
（
一
三
八
九
）
の
「
仙
洞
」（
上
皇
）

で
あ
り
、
同
様
に
天
授
時
の
「
春
宮
」（
東
宮
）
が
元
中
時
の
「
当
今
」（
当

代
天
皇
）
を
表
す
こ
と
か
ら
、
天
授
三
年
か
ら
元
中
六
年
の
間
に
皇
位
の

継
承
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
実
と
な
る
。
さ
ら
に
南
朝
の
「
第
三
帝
」、

つ
ま
り
後
村
上
天
皇
の
次
代
に
当
た
る
天
授
三
年
時
の「
内
」（
当
代
天
皇
）

に
つ
い
て
は
、
後
村
上
天
皇
が
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
に
崩
御
し

て
お
り
、
後
亀
山
天
皇
が
上
皇
と
な
っ
た
の
が
元
中
九
年
（
一
三
九
二
）

の
南
北
朝
統
一
後
で
あ
る
こ
と
、『
畊
雲
千
首
』
奥
書
の
応
永
の
「
仙
洞
」

（
上
皇
）
の
傍
註
に
「
長
慶
院
殿
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
長
慶
天
皇
以

外
に
は
考
え
ら
れ
ず
、
よ
っ
て
前
述
の
八
代
と
同
じ
く
『
新
続
古
今
和
歌

集
』
に
天
授
に
詠
ま
れ
た
御
製
が
「
後
亀
山
院
御
製
」
と
あ
る
の
は
「
か

な
ら
ず
誤
り
」
と
断
定
し
、
長
慶
天
皇
在
位
を
立
証
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
八
代
・
武
田
両
者
に
残
さ
れ
た
主
要
な
問
題
は
長
慶
天

皇
の
在
位
期
間
、
殊
に
長
慶
天
皇
が
い
つ
ま
で
在
位
し
た
か
で
あ
る
。
従

来
の
在
位
説
で
は
、『
花
営
三
代
記
』
の
文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
譲
位

の
記
事
を
踏
ま
え
て
、
長
慶
天
皇
の
在
位
は
後
村
上
天
皇
崩
御
に
と
も
な

う
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
か
ら
文
中
二
年
（
一
三
七
三
）
ま
で
と

説
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
『
畊
雲
千
首
』
や
『
宗
良
親
王
千
首
』
に
よ

り
、
天
授
二
、三
年
（
一
三
七
六
、七
）
に
お
け
る
長
慶
天
皇
の
在
位
が
明

確
に
な
っ
た
た
め
、
文
中
二
年
譲
位
説
が
成
立
し
な
く
な
る
。
こ
の
問
題

に
対
し
、
八
代
・
武
田
の
両
者
と
も
に
結
論
と
し
て
は
塙
保
己
一
が
非
在

位
説
の
中
で
説
い
た
よ
う
に
、『
花
営
三
代
記
』
の
文
中
二
年
譲
位
記
事

の
ほ
う
が
誤
り
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
で
解
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ

ま
で
に
掲
げ
て
き
た
文
中
二
年
以
降
の
長
慶
天
皇
在
位
に
関
す
る
傍
証
史

料
に
加
え
て
、
谷
森
善
臣
が
『
嵯
峨
野
の
露
』
で
述
べ
た
『
実
豊
卿
記
』

や
『
鳩
嶺
雑
事
記
』
に
文
中
二
年
の
南
朝
に
お
け
る
譲
位
の
記
録
が
一
切

な
い
こ
と
や
、『
花
営
三
代
記
』
の
文
中
二
年
譲
位
記
事
は
注
進
状
に
よ

る
記
録
で
は
な
く
、
風
説
等
を
記
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、『
花
営
三
代
記
』
の
文
中
二
年
譲
位
は
「
戦
乱
の
際
の
流
言
」
と
見

る
べ
き
で
あ
り
、
史
実
で
は
な
い
と
の
判
断
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
、
文

中
二
年
譲
位
説
の
主
要
な
根
拠
史
料
で
あ
っ
た
『
花
営
三
代
記
』
の
記
事

が
誤
り
と
断
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
正
平
二
十
三
年
（
一
三
六
八
）
か

ら
少
な
く
て
も
『
新
葉
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
弘
和
元
年
（
一
三
八
一
）

ま
で
は
長
慶
天
皇
の
在
位
が
確
認
さ
れ）

（1
（

、
こ
れ
に
伴
い
『
新
葉
和
歌
集
』
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序
文
に
お
け
る
「
三
代
」
の
記
述
も
同
書
成
立
時
ま
で
の
後
醍
醐
・
後
村

上
・
長
慶
三
天
皇
を
そ
の
ま
ま
表
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
譲

位
し
て
元
中
二
年
（
一
三
八
五
）
の
高
野
山
宸
筆
願
文
に
示
さ
れ
る
ご
と

く
「
太
上
天
皇
」
と
な
っ
た
と
す
る
経
緯
と
も
矛
盾
や
抵
触
な
く
受
け
入

れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

長
慶
天
皇
の
在
位
が
確
認
さ
れ
る
と
、
従
来
の
史
料
の
解
釈
に
も
変
更

が
求
め
ら
れ
、
む
し
ろ
在
位
の
史
実
を
補
強
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
こ

で
八
代
は
大
正
九
年
十
月
、
同
論
考
に
新
た
に
「
第
七
証
」
と
し
て
「
飛

鳥
井
本　

本
朝
皇
胤
紹
運
録
」を
加
え
る
な
ど
本
文
に
増
補
訂
正
を
施
し
、

か
つ
和
田
英
松
や
佐
佐
木
信
綱
に
よ
る
長
慶
天
皇
の
著
作
『
仙
源
抄
』
や

和
歌
に
関
す
る
論
考）

（1
（

を
含
め
た
「
附
考
」
や
、
関
係
史
料
及
び
先
行
諸
説

を
集
約
し
た
「
研
究
資
料
」
と
「
参
考
資
料
」
を
補
し
た
六
六
〇
頁
以
上

に
わ
た
る
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
を
刊
行
し
、
こ
れ
に
よ
り
長
慶

天
皇
の
在
位
は
学
術
的
か
つ
史
実
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
約
四
年
後
の
大
正
十
三
年
四
月
二
日
に
八
代
は
病
歿
す
る
も
の
の
、

逝
去
に
伴
い
特
旨
を
も
っ
て
勲
六
等
に
叙
さ
れ
て
瑞
宝
章
を
賜
り
、
そ
の

二
ヶ
月
後
に
は
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
に
よ
り
帝
国
学
士
院
恩
賜

賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

三　

長
慶
天
皇
の
在
位
確
定
と
皇
代
加
列

　

明
治
維
新
以
降
、
修
史
事
業
と
並
行
し
て
（
あ
る
い
は
一
体
の
事
業
と

し
て
）
推
進
さ
れ
た
の
が
、
皇
統
の
代
数
確
定
の
た
め
の
調
査
編
修
で
あ

る
。

　

明
治
期
に
お
け
る
皇
代
確
定
の
過
程
は
、
明
治
三
年
に
大
友
帝
、
廃
帝

（
淡
路
廃
帝
）、
九
条
廃
帝
に
弘
文
天
皇
、
淳
仁
天
皇
、
仲
恭
天
皇
の
諡

号
が
各
々
追
号
さ
れ
て
皇
代
に
加
え
ら
れ
た
一
方
、
神
功
皇
后
や
飯
豊
青

尊
、
長
慶
天
皇
の
加
列
に
つ
い
て
は
疑
義
が
あ
る
と
し
て
認
定
さ
れ
な

か
っ
た）

（1
（

。
殊
に
長
慶
天
皇
の
皇
代
加
列
を
め
ぐ
っ
て
は
政
府
内
で
も
意
見

が
分
か
れ
る
状
況
と
な
り
、
正
院
歴
史
課
に
よ
る
『
皇
統
系
図
』
編
纂
で

は
、
明
治
五
年
の
初
稿
で
「
第
百
三
代
」
と
し
て
皇
代
に
列
す
る
と
さ
れ

た
が
、
再
稿
や
三
稿
で
は
列
せ
ら
れ
ず
、
七
年
の
脱
稿
に
当
た
り
「
長
慶

院
太
上
天
皇
御
一
代
ニ
立
サ
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ヤ
否
ノ
事
」
を
含
め
た
七
箇
条

に
わ
た
る
伺
書
を
出
し
て
宸
断
を
願
う
も
、
重
大
案
件
に
よ
り
詮
議
中
と

し
て
裁
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
三
年
に
な
り
、
宮
内
省
図
書
寮
に

よ
る
皇
統
譜
編
製
に
お
い
て
再
び
聖
裁
を
求
め
て
上
申
す
る
が
こ
の
時
も

裁
定
は
な
く
、
二
十
八
年
に
脱
稿
し
た
皇
統
譜
稿
本
で
は
、
長
慶
天
皇
を

「
皇
統
第
九
十
八
」
と
し
つ
つ
も
、
附
箋
で
「
此
天
皇
御
代
数
ニ
加
ヘ
奉
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ル
ベ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
儀
伺
中
」
と
し
て
保
留
と
さ
れ
た）

（1
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
期
に
お
い
て
南
北
朝
の
い
ず
れ
を
正
統
と
す
る
か
を

め
ぐ
っ
て
は
、
明
治
初
期
は
王
政
復
古
の
思
想
的
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
水

戸
学
が
説
い
た
南
朝
正
統
が
当
然
と
受
け
止
め
ら
れ
た
が
、
南
北
朝
合
一

か
ら
江
戸
初
期
ま
で
は
世
系
と
な
る
北
朝
正
統
が
通
常
で
あ
っ
た
た
め
、

公
的
に
両
朝
の
い
ず
れ
を
正
統
と
す
る
か
は
確
定
さ
れ
ず
、
現
実
に
は
両

朝
併
存
・
同
列
の
扱
い
が
と
ら
れ
た
。
し
か
し
明
治
四
十
四
年
の
南
北
朝

正
閏
問
題
を
受
け
て
、
同
年
三
月
三
日
に
後
醍
醐
天
皇
よ
り
後
小
松
天
皇

ま
で
の
皇
統
を
後
醍
醐
天
皇
、
後
村
上
天
皇
、
後
亀
山
天
皇
、
後
小
松
天

皇
と
す
る
聖
裁
が
下
さ
れ
た）

（1
（

。た
だ
こ
の
時
も
、長
慶
天
皇
に
つ
い
て
は
、

二
月
二
十
八
日
の
桂
太
郎
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
上
奏
文
に
「
史
家
或
ハ

後
村
上
天
皇
ノ
次
ニ
長
慶
天
皇
ヲ
加
フ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
、
長
慶
天
皇
ノ

御
在
位
ニ
付
テ
ハ
史
家
ノ
議
論
一
定
ス
ル
所
ナ
ク
、
加
之
宮
中
ニ
於
ケ
ル

御
取
扱
モ
未
タ
確
定
セ
サ
ル
趣
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
今
日
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
御
歴

代
中
ニ
加
ヘ
ス
、
更
ニ
他
日
御
在
位
ノ
事
実
判
明
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
御
歴

代
ニ
加
ヘ
ラ
ル
ル
コ
ト
ニ
併
セ
テ
聖
裁
ヲ
仰
カ
レ
度
」
と
、
皇
代
加
列
は

保
留
と
さ
れ
た）

11
（

。

　

一
方
、
皇
統
譜
令
の
作
成
を
め
ぐ
る
動
向）

1（
（

に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
二

年
二
月
十
一
日
制
定
の
明
治
皇
室
典
範
で
第
三
十
四
条
に
「
皇
統
譜
及
前

条
〔
皇
族
ノ
誕
生
命
名
婚
嫁
薨
去
〕
ニ
関
ル
記
録
ハ
図
書
寮
ニ
於
テ
尚
蔵

ス）
11
（

」
と
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
翌
二
十
三
年
に
か
け
て
の
臨
時
帝
室

制
度
取
調
局
に
お
け
る
皇
族
令
案
の
起
草
作
業
時
よ
り
皇
統
譜
関
連
の
規

定
作
成
の
取
り
組
み
が
見
受
け
ら
れ
、
同
局
廃
止
後
の
二
十
四
年
に
宮
内

省
出
仕
で
あ
っ
た
矢
野
文
雄
に
よ
る
皇
族
令
案
で
も
「
皇
統
譜
及
ヒ
皇
族

記
録
」
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
成
案
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
三
十
二
年
に
帝
室
制
度
調
査
局
が
設
置
さ
れ
て
皇
室
制
度
の
整
備

が
図
ら
れ
、
三
十
九
年
に
は
皇
統
譜
令
及
び
皇
統
譜
令
施
行
規
則
が
上
奏

さ
れ
る
も
の
の
制
定
に
至
ら
ず
、
四
十
四
年
に
も
皇
統
譜
令
案
の
検
討
が

な
さ
れ
る
な
ど
、
明
治
皇
室
典
範
制
定
直
後
か
ら
作
成
へ
の
動
き
が
断
続

的
に
見
ら
れ
る
が
、
結
局
い
ず
れ
も
頓
挫
し
た
。

　

し
か
し
大
正
五
年
、
梨
本
宮
方
子
女
王
と
李
王
世
子
と
の
婚
約
に
伴
い

朝
鮮
王
公
族
に
関
す
る
軌
範
の
制
定
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、

帝
室
制
度
調
査
局
副
総
裁
を
務
め
た
伊
東
巳
代
治
が
提
起
し
た
、
皇
室
関

係
法
典
の
完
備
事
業
が
目
下
の
急
務
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
「
皇
室
制
度

再
査
議
」
に
よ
り
、
宮
内
大
臣
の
管
理
に
属
す
る
帝
室
制
度
審
議
会
が
設

置
さ
れ
た
。
同
会
の
総
裁
に
任
ぜ
ら
れ
た
伊
東
は
、
皇
室
関
係
諸
法
令
の

作
成
・
再
査
を
分
担
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
皇
統
譜

令
及
施
行
規
則
」
に
つ
い
て
も
草
案
整
理
が
な
さ
れ
た
が
、
皇
統
譜
令
案

の
再
審
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
最
終
的
に
皇
統
の
代
数
そ
の
他
重
要

な
史
実
が
確
定
さ
れ
な
い
限
り
同
案
の
施
行
は
果
た
せ
な
い
と
し
た
。
こ
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う
し
て
大
正
十
三
年
に
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
同

会
総
裁
に
も
伊
東
巳
代
治
が
就
任
し
て
、
宮
内
大
臣
牧
野
伸
顕
よ
り
「
長

慶
天
皇
ヲ
皇
代
ニ
列
ス
ベ
キ
ヤ
否
」
を
含
む
三
項
が
諮
問
さ
れ
、
附
帯
事

項
と
し
て
八
項
目
に
わ
た
る
意
見
聴
取
が
求
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
時
、
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会
の
委
員
を
務
め
た
一
人
に
平

沼
騏
一
郎
が
い
た
。
平
沼
は
委
員
に
就
任
し
た
大
正
十
三
年
三
月
当
時
、

枢
密
顧
問
官
を
は
じ
め
、
民
間
で
も
日
本
大
学
及
び
大
東
文
化
学
院
の
総

長
等
の
ほ
か
無
窮
会
会
長
を
務
め
て
い
た
。
無
窮
会
は
、
大
正
四
年
に
井

上
頼
囶
旧
蔵
書
を
中
核
と
す
る
神
習
文
庫
の
開
設
を
機
に
、
平
沼
が
同
志

ら
と
と
も
に
発
足
し
た
学
問
・
研
究
機
関
で
あ
る
。
無
窮
会
に
お
い
て
平

沼
は
、
大
正
六
年
に
調
査
員
と
し
て
清
水
正
健
を
招
聘
し
、
古
典
の
調
査

研
究
に
従
事
さ
せ
て
い
た
。

　

清
水
正
健）

11
（

は
旧
水
戸
藩
出
身
で
久
米
幹
文
や
栗
田
寛
に
師
事
し
、
明
治

十
五
年
か
ら
二
十
九
年
の
間
、
彰
考
館
に
て
『
大
日
本
史
志
表
』
の
校
合

等
に
携
わ
っ
た
。
大
正
元
年
に
は
、
明
治
三
十
九
年
完
成
の
『
大
日
本
史
』

の
う
ち
「
国
郡
志
」
に
誤
謬
が
多
い
こ
と
か
ら
、
徳
川
家
に
進
言
し
て
特

命
を
も
っ
て
校
訂
・
改
刻
に
従
事
し
、『
大
日
本
史
』
の
完
璧
を
期
し
た
。

晩
年
に
は
義
公
生
誕
三
百
年
記
念
会
の
委
嘱
を
受
け
て
『
大
日
本
史
』
全

巻
に
頭
書
・
傍
訓
を
施
し
た
『
頭
書
傍
訓
大
日
本
史
』（
大
日
本
雄
弁
会

発
行
）
を
昭
和
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
て
刊
行
す
る
に
至
っ
た
。
ま
た
昭

和
四
年
に
は
、
昭
和
天
皇
が
特
別
陸
軍
大
演
習
統
監
の
た
め
茨
城
県
下
に

行
幸
し
た
際
、
御
前
に
て
「
大
日
本
史
の
編
修
に
就
て
」
の
講
演
を
行
う

栄
誉
を
得
て
い
る）

11
（

。
主
な
著
書
に
『
水
戸
文
籍
考
』（
明
治
三
十
五
年
刊
）、

『
荘
園
志
料
』（
昭
和
八
年
刊
）
が
あ
る
。「
最
後
の
水
戸
学
者
」
と
い
わ

れ
、
昭
和
九
年
の
逝
去
に
と
も
な
い
、
従
六
位
を
追
賜
さ
れ
て
い
る
。

　

無
窮
会
で
の
清
水
は
、
平
沼
の
下
命
を
受
け
て
皇
統
や
皇
族
に
関
す
る

古
法
旧
制
の
考
証
編
修
に
携
わ
り
、
大
正
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
『
帝

代
考
説
』、『
皇
族
世
表
』
及
び
『
皇
族
考
証
』
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、『
帝
代
考
説
』
は
上
下
二
巻
か
ら
な
り
、「
神
功
皇
后
は
終
生

后
位
に
居
て
宸
極
に
登
ら
ざ
る
考
説
」
や
「
飯
豊
青
皇
女
は
断
じ
て
帝
代

に
加
ふ
可
か
ら
ざ
る
考
説
」、「
弘
文
帝
代
は
改
動
す
べ
き
も
の
に
非
る
考

説
」
等
の
皇
統
に
関
わ
る
諸
問
題
に
関
す
る
主
要
な
史
資
料
・
論
考
を
掲

げ
て
各
々
に
自
ら
の
論
評
を
加
え
た
体
裁
と
な
っ
て
お
り
、下
巻
で
は「
長

慶
院
集
説
」
と
題
し
て
、
塙
保
己
一
の
「
は
な
さ
く
松
」
を
は
じ
め
、
八

代
国
治
に
よ
る
「
長
慶
天
皇
御
即
位
に
就
て
の
研
究
」
ま
で
の
三
十
一
本

の
長
慶
天
皇
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
主
な
論
考
群
と
そ
れ
ら
に
対
す
る

自
説
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
総
説
に
お
い
て
清
水
は
、
八
代
の
論
考

が
長
慶
天
皇
の
在
位
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
の
在
位
・
非

在
位
を
め
ぐ
る
諸
論
説
を
「
澌
滅
灰
燼
」・「
雲
散
霧
消
」
に
帰
す
も
の
と

評
し
て
い
る
。『
帝
代
考
説
』
や
『
皇
族
世
表
』、『
皇
族
考
証
』
の
三
書
は
、
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大
正
六
年
に
平
沼
に
よ
り
帝
室
制
度
審
議
会
に
て
同
会
総
裁
の
伊
東
に
提

出
さ
れ
て
審
理
の
上
で
参
考
に
供
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
大
正
十
三
年
設
置
の

臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会
で
は
、清
水
本
人
が
御
用
掛
を
拝
命
し
て
、

皇
統
や
皇
族
に
関
す
る
調
査
に
直
接
従
事
し
た
際
の
緊
要
な
調
査
資
料
と

な
っ
た
。
殊
に
『
帝
代
考
説
』
の
「
長
慶
院
集
説
」
は
「
長
慶
天
皇
カ
御

歴
代
列
ニ
在
ラ
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ノ
明
確
ナ
ル
調
査
ヲ
遂
ケ
タ
ル
功
労
少
カ

ラ
ス
」
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
清
水
の
「
長
慶
院
集
説
」
に

所
載
の
各
論
考
に
対
す
る
論
評
を
大
正
七
年
に
八
代
国
治
は
書
写
さ
せ
て

お
り
、
大
正
五
年
の
『
史
学
雑
誌
』
上
に
お
け
る
「
長
慶
天
皇
御
即
位
に

就
て
の
研
究
」
発
表
後
、
九
年
に
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
を
上
梓

す
る
ま
で
の
間
に
、
長
慶
天
皇
在
位
に
関
す
る
研
究
を
加
筆
し
充
実
さ
せ

る
上
で
活
用
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
長
慶
天
皇
の
在
位
を
確
証
づ
け
る
史
料
の
発
見
や
諸
研

究
の
成
果
を
も
と
に
、
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会
は
長
慶
天
皇
を
皇

代
に
列
せ
る
べ
き
と
認
め
る
旨
を
宮
内
大
臣
に
答
申
し
た
。
宮
内
大
臣
一

木
喜
徳
郎
は
、
皇
室
の
大
事
ゆ
え
詔
書
を
も
っ
て
宣
告
す
べ
き
と
し
、
内

閣
総
理
大
臣
と
の
合
議
を
経
て
、
大
正
十
五
年
十
月
二
十
日
、
枢
密
院
に

て
「
長
慶
天
皇
ヲ
皇
代
ニ
列
セ
ラ
ル
ル
ノ
件
」
が
全
会
一
致
に
て
可
決
さ

れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
翌
二
十
一
日
、
長
慶
天
皇
の
皇
統
加
列
の
大
詔
が

渙
発
さ
れ
る
と
と
も
に
皇
統
譜
令
が
皇
室
令
を
も
っ
て
制
定
さ
れ
、
皇
統

の
代
数
が
確
定
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

お
わ
り
に

　

長
慶
天
皇
の
皇
統
加
列
の
大
詔
を
受
け
て
、
國
學
院
大
學
で
は
大
正

十
五
年
十
月
二
十
五
日
、
長
慶
天
皇
在
位
の
有
力
な
史
料
を
発
見
し
た
功

労
を
も
っ
て
、
皇
室
よ
り
御
紋
章
附
銀
盃
を
下
賜
さ
れ
た
故
八
代
国
治
の

功
績
顕
彰
会
並
び
に
追
悼
祭
と
武
田
祐
吉
へ
の
功
績
表
彰
が
講
堂
に
て
な

さ
れ
、
あ
わ
せ
て
別
室
で
は
長
慶
天
皇
即
位
に
関
す
る
資
料
展
覧
会
が
催

さ
れ
た
。
同
日
夕
刻
か
ら
は
青
山
会
館
に
お
い
て
、
学
長
芳
賀
矢
一
に
よ

る
大
詔
奉
読
と
、
臨
時
帝
室
編
修
官
長
三
上
参
次
に
よ
る
「
長
慶
天
皇
皇

統
御
加
列
に
就
い
て
」
及
び
宮
内
省
図
書
寮
編
修
課
長
芝
葛
盛
の
「
長
慶

天
皇
を
仰
ぎ
奉
り
て
」
の
講
演
か
ら
な
る
大
詔
奉
読
会
並
び
に
記
念
講
演

会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
大
学
を
挙
げ
た
様
々
な
奉
祝
事
業
が
執
り
行
わ

れ
た）

11
（

。

　

こ
の
時
の
講
演
の
結
論
で
芝
葛
盛
は
、
こ
れ
ま
で
の
長
慶
天
皇
在
位
・

非
在
位
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

要
す
る
に
数
百
年
に
亙
り
ま
し
て
、
御
在
位
論
者
と
云
ひ
或
は
御
在

位
否
定
論
者
と
云
ひ
、
永
い
間
互
ひ
に
研
究
し
て
論
難
切
磨
を
重
ね
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た
結
果
で
あ
り
ま
し
て
、
永
い
間
其
両
論
者
が
色
々
と
苦
心
し
た
其

賜
物
に
依
つ
て
、
始
め
て
今
日
の
斯
う
云
ふ
結
果
を
見
た
の
で
あ
る

と
云
ふ
こ
と
は
、
私
の
決
し
て
疑
は
ぬ
所
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
最

近
の
研
究
の
み
に
依
つ
て
是
が
確
定
し
た
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
の

で
、
是
は
従
来
か
ら
の
永
い
間
、
諸
学
者
の
攻
究
さ
れ
た
学
説
の
結

果
、
更
に
そ
れ
に
新
し
い
一
つ
の
光
り
を
加
へ
ま
し
て
今
日
決
定
す

る
こ
と
を
得
る
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に
考
へ
た
い
と

思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　

芝
は
こ
れ
ま
で
在
位
説
・
非
在
位
説
の
両
説
が
あ
り
、
今
回
在
位
が
確

定
し
た
こ
と
で
、
非
在
位
説
が
敗
れ
て
在
位
説
が
勝
利
し
た
と
見
る
者
が

い
る
が
、
従
来
の
在
位
説
に
も
史
実
に
反
す
る
認
識
が
あ
り
続
け
、
今
回

の
在
位
確
定
を
在
位
説
の
延
長
上
に
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
さ
ら
に
近
年
の
新
史
料
の
発
見
が
在
位
確
定
の
導
火
線
と
な
っ
た
と

述
べ
つ
つ
も
、
右
の
よ
う
に
、
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
っ
て
長
き
に
わ
た

り
積
み
重
ね
ら
れ
た
議
論
が
土
台
に
あ
り
、
そ
こ
に
新
史
料
の
発
見
が
加

わ
っ
た
こ
と
で
、
今
回
の
在
位
確
定
に
至
っ
た
と
総
括
し
て
い
る）

11
（

。
同
様

の
見
解
を
清
水
正
健
も
説
い
て
お
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
八
代
の
業
績
に

よ
り
当
時
ま
で
の
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
議
論
を
「
澌
滅

灰
燼
」・「
雲
散
霧
消
」
さ
せ
た
と
評
す
る
も
の
の
、
続
け
て
「
事
の
此
に

至
れ
る
も
の
、
前
人
各
心
力
を
竭
し
て
、
甲
論
乙
駁
、
窮
し
て
後
、
始
め

て
通
じ
た
る
も
の
、
八
代
氏
正
説
の
出
づ
る
、
決
し
て
偶
然
に
非
る
を
知

る
」
と
、
こ
れ
ま
で
数
多
の
議
論
が
あ
れ
ば
こ
そ
と
し
て
い
る
。
八
代
自

身
も
ま
た
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
の
凡
例
に
て
「
余
が
本
論
を
研

究
し
得
た
る
も
の
は
、
江
戸
初
期
以
来
の
先
哲
が
各
熱
誠
を
籠
め
て
甲
論

じ
、
乙
駁
し
質
実
な
る
研
究
を
遂
げ
し
賜
な
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
江
戸
・

明
治
期
に
わ
た
る
継
続
的
な
研
究
と
議
論
の
積
み
重
ね
が
、
大
正
期
に
至

り
長
慶
天
皇
の
在
位
確
定
に
帰
結
し
た
と
の
認
識
が
一
様
に
示
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
研
究
や
議
論
が
、
時
代

を
超
え
て
発
展
的
に
展
開
さ
れ
た
素
地
に
は
、
江
戸
期
の
徳
川
幕
府
や
水

戸
藩
に
よ
る
修
史
事
業
、
さ
ら
に
は
塙
保
己
一
に
よ
る
『
群
書
類
従
』
編

纂
を
端
緒
に
、
明
治
維
新
以
来
の
皇
統
の
代
数
確
定
及
び
皇
統
譜
令
制
定

を
は
じ
め
と
す
る
皇
室
制
度
の
整
備
を
期
し
て
の
歴
代
天
皇
の
事
績
に
関

す
る
調
査
や
、
国
家
に
よ
る
修
史
事
業
を
通
じ
て
の
史
料
の
収
集
編
纂
、

無
窮
会
に
お
け
る
所
蔵
史
料
の
調
査
編
修
と
い
っ
た
諸
所
に
わ
た
る
史
料

の
調
査
研
究
の
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
・

明
治
期
に
わ
た
る
史
料
編
纂
事
業
も
、
大
正
期
の
皇
代
確
定
の
基
礎
に

な
っ
た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
し
て
、
伝
統
的
な
国
学
・
漢
学
と
西
洋
の
近
代
的
学
問
を
整
合
し
た
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国
文
学
や
国
史
学
と
い
っ
た
近
代
人
文
学
の
形
成
に
よ
る
史
料
の
探
求
と

綿
密
な
考
証
に
基
づ
く
よ
り
実
証
的
な
研
究
方
法
の
確
立
も
ま
た
、
長
慶

天
皇
の
在
位
を
証
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。
殊
に

国
学
を
源
流
と
す
る
近
代
人
文
学
形
成
の
主
要
な
学
術
的
基
盤
を
担
っ
た

の
が
國
學
院
で
あ
り
、
か
つ
八
代
・
武
田
の
國
學
院
出
身
者
が
長
慶
天
皇

在
位
確
定
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
江
戸
・
明

治
期
を
通
じ
て
の
国
学
に
お
け
る
学
問
的
営
為
の
蓄
積
が
國
學
院
の
学
問

へ
と
結
実
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
統
の
代
数
確
定
が
導
か
れ
た
も
の
と

見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

註（１
） 

大
正
十
五
年
制
定
の
皇
統
譜
令
に
つ
い
て
は
、
酒
巻
芳
男
『
皇
室
制
度
講
話
』
第

七
講
「
皇
統
譜
及
皇
室
親
族
制
度
」（
岩
波
書
店
、
昭
和
九
年
）
を
参
照
。
同
令
は
、

終
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
日
施
行
の
「
皇
室
令
及
附
属
法
令
廃
止
ノ
件
」

に
よ
り
廃
止
さ
れ
、翌
三
日
に
現
行
の
皇
統
譜
令
が
新
た
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
。

（
２
） 

長
慶
天
皇
の
皇
代
加
列
に
よ
り
、
長
慶
天
皇
陵
確
定
の
た
め
の
調
査
が
宮
内
省
諸

陵
寮
を
中
心
に
着
手
さ
れ
、
昭
和
十
年
に
は
宮
内
大
臣
の
諮
問
機
関
と
し
て
臨
時

陵
墓
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
調
査
が
一
層
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
御
陵
伝

承
地
が
皇
代
加
列
以
前
よ
り
全
国
各
地
に
散
在
し
て
い
た
上
、
御
陵
を
確
定
す
る

上
で
確
証
と
な
る
資
料
を
欠
く
た
め
難
航
し
、
最
終
的
に
は
長
慶
天
皇
崩
御

五
百
五
十
年
に
当
た
る
昭
和
十
九
年
、天
皇
と
深
い
所
縁
の
あ
る
場
所
と
い
う「
擬

陵
」
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
長
慶
天
皇
の
別
称
で
あ
る
「
慶
寿
院
」
か
ら
推
定
し

て
最
適
地
と
見
ら
れ
る
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
天
龍
寺
角
倉
町
慶
寿
院
阯
が
嵯
峨
東

陵
に
治
定
さ
れ
た
。
長
慶
天
皇
陵
の
確
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
外
池
昇
『
検
証　

天
皇
陵
』（
山
川
出
版
社
、
平
成
二
十
八
年
）
三
一
六
─
三
二
三
頁
等
を
参
照
。

（
３
） 

江
戸
・
明
治
期
に
お
け
る
長
慶
天
皇
の
在
位
・
非
在
位
を
め
ぐ
る
諸
説
や
議
論
を

ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
後
述
す
る
八
代
国
治
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』（
明

治
書
院
、
大
正
九
年
初
版
・
昭
和
二
年
改
版
）
の
ほ
か
、
芝
葛
盛
『
長
慶
天
皇
皇

代
御
加
列
に
就
て
の
要
旨
』（
明
治
書
院
、
昭
和
二
年
）
を
参
照
。

（
４
） 

長
慶
天
皇
に
関
係
す
る
史
資
料
の
引
用
は
、
特
に
明
記
し
な
い
限
り
、
前
掲
八
代

『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
所
載
の
「
研
究
資
料
」
及
び
「
参
考
資
料
」
の
ほ

か
、『
長
慶
天
皇
実
録
』（
藤
井
譲
治
・
吉
岡
眞
之
監
修
、
ゆ
ま
に
書
房
、
平
成

二
十
一
年
）
や
後
述
の
『
帝
代
考
説
』
か
ら
の
引
用
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は

引
用
文
に
適
宜
読
点
を
付
し
、
引
用
文
中
の
〔　
　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
註
を

表
す
。

（
５
） 

塙
保
己
一
の
「
は
な
さ
く
松
（
花
咲
松
）」
は
、
齊
藤
幸
一
「
は
な
さ
く
松
（
花

咲
松
）
～
南
朝
長
慶
天
皇
非
即
位
説
を
論
証
し
た
著
～
」（『
温
故
叢
誌
』
七
二
、

平
成
三
十
年
）
に
解
説
と
翻
刻
が
あ
る
。

（
６
） 

木
村
正
辞
や
黒
川
真
頼
、
小
中
村
清
矩
、
井
上
頼
囶
の
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
に

お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、『
國
學
院
黎
明
期
の
群
像
』（
國
學
院
大
學
日
本
文
化

研
究
所
、
平
成
十
年
）
を
参
照
。

（
７
） 

前
掲
八
代
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
で
は
従
前
の
在
位
・
非
在
位
両
説
を
細

別
し
て
、
在
位
説
は
（
一
）「
弘
和
元
年
迄
御
在
位
説
」、（
二
）「
文
中
二
年
御
譲

位
説
」、（
三
）「
南
朝
両
立
説
」、（
四
）「
正
平
二
十
四
年
御
譲
位
説
」、（
五
）「
建

徳
元
年
御
譲
位
説
」、（
六
）「
正
平
二
年
以
後
受
禅
弘
和
二
年
迄
御
在
位
説
」、
非

在
位
説
が
（
七
）「
一
帝
両
諱
説
」、（
八
）「
御
即
位
否
認
説
」、（
九
）「
南
朝
三

代
及
び
三
世
説
」の
計
九
説
に
ま
と
め
て
い
る
が
、両
天
皇
の
親
睦
・
不
和
と
い
っ

た
間
柄
如
何
に
関
す
る
意
見
の
相
違
等
ま
で
も
含
め
る
と
、
さ
ら
に
細
か
く
類
別

で
き
る
。
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（
８
） 

齊
藤
智
朗
・
藤
田
大
誠
「
近
代
人
文
学
の
形
成
と
皇
典
講
究
所
・
國
學
院
─
國
學

院
の
学
術
資
産
に
見
る
伝
統
文
化
研
究
発
信
の
現
代
的
意
義
─
」（『
モ
ノ
と
心
に

学
ぶ
伝
統
の
知
恵
と
実
践
』
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
伝
統
文
化
リ
サ
ー

チ
セ
ン
タ
ー
、
平
成
二
十
四
年
）、
藤
田
大
誠
「
近
代
国
学
と
人
文
諸
学
の
形
成
」

（
井
田
太
郎
・
藤
巻
和
宏
『
近
代
学
問
の
起
源
と
編
成
』
勉
誠
出
版
、
平
成

二
十
六
年
）
等
を
参
照
。

（
９
） 

明
治
期
の
修
史
事
業
に
つ
い
て
は
、坂
本
太
郎『
日
本
の
修
史
と
史
学
』（
至
文
堂
、

昭
和
四
十
一
年
）、
大
久
保
利
謙
『
大
久
保
利
謙
歴
史
著
作
集
7　

日
本
近
代
史

学
の
成
立
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
）
等
を
参
照
。

（
10
） 

八
代
国
治
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
改
版
所
収
の
沢
田

章
「
八
代
国
治
君
小
伝
」
の
ほ
か
、
井
野
辺
茂
雄
「
文
学
博
士
八
代
国
治
君
の
事

ど
も
」（『
房
総
郷
土
研
究
』
六
─
六
、
昭
和
十
四
年
）、
高
柳
光
寿
「
八
代
国
治

先
生
の
こ
と
」（『
五
十
年
の
回
顧
』
国
史
学
会
、
昭
和
三
十
四
年
）
を
参
照
。
な

お
、
八
代
の
旧
蔵
史
料
が
國
學
院
大
學
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
一
部
は
デ

ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
同
史
料
に
つ
い

て
は
、堀
越
祐
一「「
八
代
国
治
旧
蔵
史
料
」に
つ
い
て
─
中
世
文
書
を
中
心
に
─
」

（『
國
學
院
大
學　

校
史
・
学
術
資
産
研
究
』
三
、
平
成
二
十
三
年
）
を
参
照
。

（
11
） 

明
治
四
十
一
年
初
版
の
『
国
史
大
辞
典
』
に
お
け
る
「
天
皇
」
の
条
項
で
は
、
代

数
を
め
ぐ
る
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
長
慶
天
皇
の
こ
と
も
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。『
国
史
大
辞
典
』
編
纂
に
つ
い
て
八
代
自
身
が
述
べ
た
も
の
に
「
国
史

大
辞
典
編
纂
苦
心
談
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
四
―
九
、
明
治
四
十
一
年
）
が
あ
る
。

（
12
） 

江
戸
前
期
よ
り
唱
え
ら
れ
た
長
慶
・
後
亀
山
両
天
皇
の
名
が
と
も
に
「
ヒ
ロ
ナ
リ
」

と
同
訓
で
あ
る
と
し
て
同
一
人
物
と
見
な
す
「
一
帝
両
諱
説
」
に
対
し
て
も
、
八

代
は
『
姓
名
録
抄
』
等
の
訓
に
従
う
と
、
長
慶
天
皇
の
名
で
あ
る
寛
成
は
「
ユ
タ

ナ
リ
」と
読
み
、史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
両
天
皇
の
宸
筆
の
筆
跡
も
異
な
る
た
め
、

後
亀
山
天
皇
と
は
別
人
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

（
13
） 『
武
田
祐
吉
著
作
集
』
第
八
巻
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
）
に
ほ
ぼ
同
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 

村
田
正
志
「
長
慶
天
皇
研
究
に
於
け
る
武
田
博
士
の
功
績
」（『
國
學
院
雑
誌
』

五
九
─
一
〇
・
一
一
、
昭
和
三
十
三
年
）
を
参
照
。
長
慶
天
皇
在
位
の
根
拠
と
な
っ

た
『
畊
雲
千
首
』
の
所
蔵
者
で
あ
る
佐
佐
木
信
綱
が
、
武
田
祐
吉
に
よ
り
当
該
史

料
が
発
見
さ
れ
た
経
緯
を
語
っ
た
談
話
と
し
て
、「
長
慶
天
皇
御
在
位
確
認
の
史

料
に
つ
い
て
」（『
國
學
院
雑
誌
』
三
三
─
一
、
昭
和
二
年
）
が
あ
り
、
同
様
の
逸

話
を
『
明
治
大
正
昭
和
の
人
々
』（
新
樹
社
、
昭
和
三
十
六
年
）
に
お
け
る
「
武

田
祐
吉
」
の
項
目
で
も
紹
介
し
て
い
る
。

（
15
） 『
新
葉
和
歌
集
』
を
長
慶
天
皇
の
御
代
の
撰
集
と
見
な
す
こ
と
、
つ
ま
り
弘
和
元

年
ま
で
の
在
位
が
確
認
で
き
る
こ
と
は
、榊
原
忠
次『
新
葉
和
歌
集
作
者
部
類
』（
明

暦
年
間
成
立
）
や
尾
崎
雅
嘉
『
群
書
一
覧
』（
享
和
元
年
成
立
）
に
お
い
て
夙
に

説
か
れ
て
お
り
、
八
代
は
こ
れ
ら
指
摘
を
「
一
大
卓
見
」
と
評
し
て
い
る
。

（
16
） 

和
田
英
松
の
『
仙
源
抄
』
に
関
す
る
論
考
は
、『
列
聖
全
集
』（
列
聖
全
集
編
纂
会
、

大
正
六
年
）
所
収
の
『
皇
室
御
撰
解
題
』
中
「
仙
源
抄
」
の
転
載
で
、
花
山
院
家

賢
や
花
山
院
長
親
（
畊
雲
）、
あ
る
い
は
「
長
慶
院
法
皇
」
等
諸
説
あ
っ
た
『
仙

源
抄
』
の
著
者
に
つ
い
て
、
宮
内
省
図
書
寮
本
の
奥
書
か
ら
長
慶
天
皇
の
在
位
中

に
著
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
17
） 

神
功
皇
后
の
即
位
を
め
ぐ
っ
て
は
、
原
武
史
『
皇
后
考
』（
講
談
社
、
平
成

二
十
七
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
明
治
十
年
代
に
お
け
る
飯
豊
青
尊
の
即
位
認
定
を

唱
え
る
国
学
者
を
擁
す
る
宮
内
省
と
こ
れ
に
反
対
す
る
漢
学
・
考
証
史
家
を
中
心

と
す
る
史
局
と
の
対
立
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
秋
元
信
英
「
明
治
前
期
の
修
史
事

業
と
飯
豊
青
尊
即
位
説
─
修
史
館
と
宮
内
省
の
対
峙
を
中
心
に
─
」（『
日
本
歴
史
』

四
二
〇
、
昭
和
五
十
八
年
）
を
参
照
。

（
18
） 
長
慶
天
皇
の
皇
代
加
列
を
め
ぐ
る
明
治
維
新
か
ら
大
正
六
年
ま
で
の
動
向
に
つ
い

て
は
、『
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革
』
三
二
─
三
五
頁

を
参
照
。
同
書
は
明
治
初
年
以
来
の
皇
統
の
代
数
等
の
問
題
に
関
す
る
政
府
及
び

宮
内
省
に
よ
る
調
査
や
事
蹟
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
大
正
六
年
に
図
書
寮
に
て
作
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成
さ
れ
、
大
正
八
年
に
印
刷
さ
れ
た
。

（
19
） 
前
掲
『
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革
』
に
は
、
南
朝
正
統

は
明
治
四
十
四
年
の
南
北
朝
正
閏
問
題
を
受
け
て
確
定
し
た
の
で
は
な
く
、
明
治

二
十
四
年
の
皇
統
譜
凡
例
竝
書
式
に
お
い
て
「
北
朝
五
代
ハ
後
亀
山
天
皇
ノ
後
ニ

附
載
ス
」
等
と
の
勅
定
が
な
さ
れ
た
際
、
す
で
に
公
的
に
確
定
し
て
い
た
と
説
明

さ
れ
て
い
る
（
三
二
頁
）。

（
20
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
十
二
（
宮
内
庁
・
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
年
）
明
治

四
十
四
年
二
月
二
十
八
日
条
を
参
照
。

（
21
） 

明
治
皇
室
典
範
制
定
以
後
の
皇
室
制
度
の
整
備
過
程
に
つ
い
て
は
、『
伯
爵
伊
東

巳
代
治
』
下
（
晨
亭
会
、
昭
和
十
三
年
）、
島
善
高
「
明
治
皇
室
典
範
の
制
定
過
程
」

（
小
林
宏
・
島
善
高
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
16　

明
治
皇
室
典
範
』（
上
）

信
山
社
出
版　

平
成
八
年
）
を
参
照
。

（
22
） 

明
治
皇
室
典
範
の
規
定
に
基
づ
き
、
明
治
二
十
四
年
よ
り
宮
内
省
図
書
寮
で
は
皇

統
譜
の
編
纂
が
着
手
さ
れ
、
二
十
八
年
に
「
皇
統
譜
皇
帝
」
を
、
続
い
て
三
十
三

年
ま
で
に
「
皇
統
譜
皇
后
・
後
宮
」、
大
正
五
年
に
は
「
皇
統
譜
皇
親
」
を
完
成

さ
せ
た
。
な
お
、
天
皇
皇
族
実
録
の
編
修
事
業
は
、
大
正
九
年
よ
り
当
時
図
書
頭

で
あ
っ
た
森
林
太
郎
（
鴎
外
）
の
計
画
立
案
に
よ
り
本
格
的
に
着
手
さ
れ
、
昭
和

十
九
年
に
完
了
し
て
い
る
。
図
書
頭
時
代
の
森
に
つ
い
て
は
、
大
塚
美
保
「
帝
室

制
度
審
議
会
と
鴎
外
晩
年
の
業
績
」（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
一
七
、
平
成

二
十
三
年
）
等
を
参
照
。

（
23
） 

清
水
正
健
に
つ
い
て
は
、
照
沼
好
文
『
水
戸
の
学
風
─
特
に
栗
田
寛
博
士
を
中
心

と
し
て
─
』
第
五
章
「
栗
田
史
学
の
継
承
─
正
健
清
水
翁
の
史
業
─
」（
水
戸
史

学
会
、
平
成
十
年
）、
石
田
肇
「
清
水
正
健
に
か
か
わ
る
二
・
三
の
新
資
料
と
著
作

一
覧
」（『
東
洋
文
化
』
三
二
五
、
平
成
十
五
年
）
等
を
参
照
。

（
24
） 『
昭
和
天
皇
実
録
』
第
五
（
宮
内
庁
・
東
京
書
籍
、
平
成
二
十
八
年
）
昭
和
四
年

十
一
月
十
七
日
条
を
参
照
。
御
前
講
演
「
大
日
本
史
の
編
修
に
就
て
」
は
、『
御

前
講
演
集
』（
茨
城
県
、
昭
和
五
年
）
等
に
所
収
。

（
25
） 

国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
叙
位
裁
可
書
』
所
収
「
故
清
水
正
健
位
記
追
賜
の
件
」。

清
水
正
健
の
帝
室
制
度
審
議
会
な
い
し
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
は
、
照
沼
前
掲
書
の
ほ
か
、
鈴
木
望
「
平
沼
騏
一
郎
博
士
と
神
習
文

庫
─
帝
室
制
度
審
議
会
と
の
関
連
に
就
き
て
─
」（『
東
洋
文
化
』
三
三
四
、
平
成

二
十
年
）
を
参
照
。

（
26
） 

國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
校
史
・
学
術
資
産
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
八
代

国
治
の
自
筆
草
稿
類
を
中
心
と
す
る
「
八
代
国
治
関
係
資
料
」（
整
理
中
）
に
所

収
の
「
長
慶
院
集
説
」
と
題
す
る
史
料
の
末
尾
に
「
大
正
七
年
一
月
十
日
令
写
之　

八
代
国
治
」
と
の
朱
書
き
が
あ
る
。
ま
た
『
長
慶
天
皇
御
即
位
の
研
究
』
の
「
凡

例
」
に
は
、
八
代
が
同
書
所
収
の
参
考
資
料
の
収
集
に
当
た
り
、
田
邊
勝
哉
の
助

力
を
得
て
、
宮
内
省
図
書
寮
と
と
も
に
無
窮
会
が
所
蔵
す
る
諸
本
の
閲
覧
謄
写
を

行
っ
た
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

皇
統
の
代
数
確
定
及
び
皇
統
譜
令
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
は
、『
昭
和
天
皇
実
録
』

第
四
（
宮
内
庁
・
東
京
書
籍
、
平
成
二
十
七
年
）
大
正
十
五
年
十
月
十
九
日
、

二
十
日
、
二
十
二
日
条
を
参
照
。
皇
統
譜
令
を
含
め
た
大
正
後
期
に
お
け
る
皇
室

制
度
の
整
備
過
程
を
当
時
の
政
治
情
勢
と
あ
わ
せ
て
検
証
し
た
研
究
と
し
て
、
西

川
誠
「
大
正
後
期
皇
室
制
度
整
備
と
宮
内
省
」（『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
』

二
〇
、
平
成
十
年
）
を
参
照
。

（
28
） 『
國
學
院
雑
誌
』
第
三
三
巻
第
一
号
（
昭
和
二
年
）
に
は
、
三
上
参
次
・
芝
葛
盛

の
両
講
演
録
を
は
じ
め
、奉
祝
事
業
に
関
す
る
詳
細
な
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

芝
葛
盛
は
図
書
寮
編
修
官
に
就
任
し
て
約
二
年
後
の
大
正
五
年
七
月
、
武
田
祐
吉

が
佐
佐
木
信
綱
所
蔵
『
畊
雲
千
首
』
奥
書
を
発
見
し
て
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料

編
纂
掛
に
提
供
し
た
際
に
閲
覧
し
て
お
り
、
こ
の
時
長
慶
天
皇
の
在
位
を
証
明
で

き
る
と
確
信
し
、
自
ら
の
考
証
を
加
え
た
「
長
慶
天
皇
ヲ
皇
代
ニ
列
シ
奉
ル
ヘ
キ

議
」
を
草
し
て
翌
八
月
七
日
付
で
図
書
頭
山
口
鋭
之
助
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
十
一
月
二
十
二
日
に
図
書
頭
よ
り
宮
内
大
臣
波
多
野
敬
直
宛
で
「
長
慶
院
天
皇

ヲ
皇
代
ニ
列
シ
奉
ル
ベ
キ
議
」
が
建
議
さ
れ
、
翌
十
二
月
五
日
に
は
皇
統
譜
に
関
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す
る
諸
問
題
を
審
査
す
る
機
関
と
し
て
「
皇
統
譜
料
調
査
委
員
会
」
設
置
も
上
申

さ
れ
て
い
た
（『
御
歴
代
ノ
代
数
年
紀
及
院
号
ニ
関
ス
ル
調
査
ノ
沿
革
』
五
八
─

六
〇
頁
）。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
令
和
元
年
度
國
學
院
大
學
国
内
派
遣
研
究
の
成
果
で
あ
る
。


